
◆こどもの権利
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5. こども・若者、子育て当事者を取り巻く現状と課題

（1）こどもと子育てを取り巻く環境について

こ計 P.●●

こ計 P.119～122

生活 P.●●

生活 P.32～35

こどもの約５人に１人は自分の権利が守られていないと感じたことがある
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図表：困りごと・悩みごと・だれかに相談したいと思っていることがあるか

特にない

小学生
中学生
高校生

小学生

中学生

高校生

68.3

61.0

39.4

0% 20% 40% 60% 80%

図表：困りごとや悩みごとの相談先

親

学校の友だち
（同級生・先輩・後輩）

学校の先生

だれにも相談できない、
相談したくない

74.5
64.6

51.4
56.4

0% 20% 40% 60% 80%

63.5
60.1

30.7
30.0

20.2
7.6
9.5
9.6
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◆こどもの自己肯定感
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図表：こどもの自己肯定感（中学生）

そう思う どちらかといえばそう思う

自分にはよい
ところがある

自分のことが
好きだ

自分は友だちに
好かれている

令和6年度調査

令和6年度調査

令和6年度調査

令和3年度調査

令和3年度調査

令和3年度調査

生活 P.37～40

自己肯定感が高い中学生は、全体の約７割、３年前と比べ１割程度高まっている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40.940.9
42.732.6

45.340.2
50.530.1

38.131.2
37.021.0
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◆こどもの生活
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図表：インターネットやＳＮＳ等の使用により経験したこと（中高生）

食事内容の偏りや欠食、睡眠時間が短い、歯磨き習慣が定着していないなど、生活習
慣に課題のあるこどもが見られ、その割合は経済的に厳しい家庭ほど高くなっている。
新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行した後も、テレビやゲーム、インター
ネットの使用頻度は減少しておらず、増加傾向が見られ、こどものインターネットやＳ
ＮＳの使い方には、課題が見られる

こ計 P.110～115 生活 P.5～6、15

インターネットやSNSで
書き込みをしたこと

インターネットやSNSで知り合った人と
メッセージなどのやりとりをしたこと

インターネットにのめりこんで勉強に集中
できなかったり、睡眠不足になったりしたこと

0% 20% 40% 60% 80%

ゲームやアプリなどで、
お金を使いすぎたこと

58.7

44.8

36.4

11.6
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86.1
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◆こどもの体験

文化活動や地域の行事への参加、絵本の読み聞かせやお菓子づくり、旅行等、こども
の体験には世帯によって差がある。必ずしも経済的な負担を伴わないと考えられる
項目においても、経済的に厳しい家庭ほど体験の頻度が低くなっている

生活 P.11

図表：保護者とともに行ったこどもの体験（小中学生）

動物園・水族館に行く 89.3
85.4

76.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

泊まりがけで
家族旅行に行く

84.7
90.6

81.9
73.5

小さいころに本や
絵本を読んでもらった

79.0
83.3

76.3
69.4

手作りのおやつを作る

69.9
72.7

68.7
65.1

地域の行事に参加する

67.8
71.4

68.4
56.3

図書館に行く

62.0
68.6

58.0
43.5

全体 中央値以上 中央値未満で中央値の半分以上 中央値の半分未満
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◆こどもの居場所
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こ計 P.123～125

68.2

図表：居場所に求められる条件について（中高生）

ありのまま、
素のままでいられる

信頼できる人、味方に
なってくれる人がいる

好きなこと、
やりたいことができる

くつろげる環境が整っていて、
一人で居ても気にならない

いつでも行きたい時に
行ける

71.1
56.9

0% 20% 40% 60% 80%

60.6
61.8

56.4

56.3
59.2

45.4

55.1
55.8

52.3

48.6
49.6

44.5

気の合う人がいる
43.1
45.1

34.4

全体 中学生 高校生

約３割のこどもが居場所をほしいと回答している

生活 P.19～21
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こ計 P.126～127◆こどもの参画

図表：地域活動への参加意欲（中高生）

図表：学校がある日の勉強時間（中学生）

中学生

中学生の74.4％、高校生の66.1％は地域の行事や活動に参加したい

◆こどもの教育

３年前の調査に比べ、こどもの学習時間は短くなっており、学校の授業がわからない
こどもの割合は、小学５年生で5.8％、中学２年生で11.2％となっている

生活 P.28、95

高校生

全国

四日市市

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に参加したい 機会があれば参加したい

参加したくない 不明・無回答

あまり参加したいと思わない

まったくしない 30分より少ない

1時間以上、2時間より少ない 2時間以上、3時間より少ない

30分以上、1時間より少ない

3時間以上

56.1 16.8 8.6 0.218.3

17.0 49.1 20.6 12.4 0.9

4.812.732.928.715.65.3

3.010.325.326.621.613.2
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◆こどもの将来
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子育て世帯全体の約１割は経済的に厳しい状況にある

進学希望については、高校以上の進学を望むこどもが大半となっているが、こども自
身や保護者の考えから、経済的な理由で制限を受けている回答が見られる

生活 P.29～30、62～63

◆こどもの貧困 生活 P.69～71

こどもの３～４％がヤングケアラーの状態にある

◆ヤングケアラー こ計 P.107～109 生活 P.22～25
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◆大人への期待

図表：まわりの大人に望むこと（中高生）

こどもはまわりの大人に、ほめてほしい、必要な時は助けてほしいと思っている

こ計 P.116 生活 P.36

良いことをしたときには、ほめてほしい 68.7

悩みごと、将来のことなどについて、
話し相手や相談相手になってほしい 46.8

いじめられているときには助けてほしい 44.5

経験や知識を伝えてほしい 40.8

35.5

33.5

14.5

危険なことや悪いことをしたときには、
注意してほしい 43.8

こどものことをあれこれ言う前に、
大人自身がきちんとしてほしい 42.1

こども扱いしないで、
私たちの意見もしっかり聞いてほしい

いっしょに遊んだり、スポーツや
音楽などを教えたりしてほしい

行事などに参加したり、
企画・運営したりしてほしい

0% 20% 40% 60% 80%
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図表：15年後にどのようになっているか（中高生）

中高生は結婚、子育てのライフデザインを描きにくい状況となっている

こ計 P.101～107（2）若者について

そう思う どちらかといえばそう思う

仕事をしている

親を大切にしている

幸せになっている

中学生

中学生

中学生

高校生

高校生

高校生

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚している
中学生
高校生

こどもを育てている
中学生
高校生

76.5
68.8

50.8
42.7

20.8
19.3

18.6
18.3

63.3
58.7

26.1

39.4

27.1

20.6

30.9
28.9

19.0

38.3

31.5

29.6
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父親の育児参画が増加傾向にあり、社会の意識変化が見られる

◆父親の育児参画
①父母の状況

こ計 P.5～6、25～27

７割以上の保護者が子育てによる何らかのストレスを感じている

◆保護者の負担・不安
②子育て支援のニーズ

こ計 P.54、85

ひとり親世帯数は横ばいだが、経済的に厳しい世帯も多い

◆ひとり親家庭

（3）家庭について

生活 P.45
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◆子育て支援事業のニーズ

図表：子育て支援事業のニーズ（小中学生保護者）

世帯の経済状況によって、必要としている支援内容に差が見られ、経済的に厳しい家庭
においては、こどもの経験の幅を広げるような支援に対するニーズが低くなっている

生活 P.79

進学や資格を取るための
発展的な学習への支援

0% 20% 40% 60% 80%

全体 中央値以上 中央値未満で中央値の半分以上 中央値の半分未満

54.4
55.1
56.5

54.7

生活や就学のための
経済的援助（給付金や貸付など）

36.9
26.3

会社等での職場体験などの
機会の提供

32.6
36.3

32.2
23.9

仲間と出会え、
一緒に活動できるところ

30.6
34.2

29.3
25.4

進路や生活などについて
何でも相談できるところ

26.4
27.2
26.9

23.9

自然体験や集団遊びなどの
多様な活動機会の提供

23.6
27.5

21.3
17.0

仕事に就けるようにするための
就労に関する支援

22.8
20.7

25.6
25.9

保護者が家にいないときに
こどもを預かる場やサービスの提供

22.3
23.7

22.1
20.9

地域におけるこどもの居場所の提供
19.3
20.3
20.1

17.2

こどものみで無料もしくは
安価で食事ができる場所の提供

16.2
12.9

19.0
27.6

読み書き計算などの
基本的な学習への支援

14.9
12.5

16.9
23.3

安い家賃で住める住居
13.4

7.1
15.7

38.4

46.9
63.8
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コラム
子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）

この４つの原則は、こども基本法に取り入れられ、第３条の基本理念に盛り込まれています。

子どもの権利条約は1989年11月20日に国連総会において採択されました。
令和7年1月時点で196の国と地域が締結しています。日本は1994年に批准しました。
子どもの権利条約は、こどもは「弱くて大人から守られる存在」という考え方から、それだけで
はなく、「ひとりの人間として人権（権利）を持っている、権利の主体」だという考え方に大きく
転換させた条約です。

●子どもの権利条約の４つの原則

すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理
由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

こどもの最善の利益（こどもにとって最もよいこと）
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」

を第一に考えます。

生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること）
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医

療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見
をこどもの発達に応じて十分に考慮します。

参考：公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ（https://www.unicef.or.jp/crc/）

こども基本法の6つの基本理念

すべてのこどもは大切にされ、
基本的な人権が守られ、
差別されないこと。

1
すべてのこどもは年齢や発達の
程度に応じて、意見が尊重され、
こどもの今とこれからにとって最も
よいことが優先して考えられること。

4

すべてのこどもは、大事に育てられ、
生活が守られ、愛され、
保護される権利が守られ、
平等に教育を受けられること。

2
子育ては家庭を基本としながら、
そのサポートが十分に行われ
家庭で育つことが難しいこどもも、
家庭と同様の環境が確保されること。

5

年齢や発達の程度により、
自分に直接関係することに意見を
言えたり、社会のさまざまな
活動に参加できること。

3 家庭や子育てに夢を持ち、
喜びを感じられる社会を
つくること。

6

差別の禁止（差別のないこと）

こどもの意見の尊重（こどもが意味のある参加ができること）

こ
ど
も
計
画
の

策
定
に
あ
た
っ
て

こ
ど
も・
若
者
、子
育
て

当
事
者
を
取
り
巻
く
現
況

こ
ど
も
計
画
の

基
本
的
な
考
え
方

計
画
の
推
進
に

あ
た
っ
て

第
3
期
四
日
市
市
子
ど
も・

子
育
て
支
援
事
業
計
画

参
考
資
料

本
市
の
取
組
・

事
業

全
世
代

共
通

子
育
て

当
事
者

誕
生
前
か
ら

就
学
前
ま
で

学
童
期
・

思
春
期

青
年
期

-105-


